
障害福祉課所管の手当※所得制限あり 令和７年４月１日現在

手　当　名 必要な書類 備考

①
心身障害者福祉手当
（都）（20歳以上）

６５歳以上新規、施設
入所者は対象外。
手当②、③との併給不
可。

③ 難病手当（市）

①難病受給者証、マル都医療券（大気汚染、肝炎を除く）
②マイナンバーがわかる書類又は課税証明書
（１月～７月は前年度分、８月～１２月は当年度分）
20歳以上・・・本人分
20歳未満・・・本人及び扶養義務者全員分
③本人名義の口座がわかるもの

６５歳以上新規、施設
入所者は対象外。
手当①、②、⑤との併
給不可。

他部署扱いの手当（20歳未満・障害関連）

④ 特別児童扶養手当

⑤
児童育成手当（障害
手当）

手当以外の各種助成・減免・割引
必要な書類 備考

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
②医療保険情報がわかる書類（健康保険証、資格確認書
等）
③マイナンバーがわかる書類又は課税証明書
20歳以上・・・本人分
20歳未満・・・本人及び保険上の世帯主分

６５歳以上新規は対
象外。

①身体障害者手帳、愛の手帳
②マイナンバーがわかる書類又は前年度の課税（非課税）
証明書（どちらも住民票上の世帯全員分）
③代理の方が手続きする場合は、代理人の本人確認書類

市外GH入居者、施設
入所者は対象外。

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
②非課税証明書（住民票上の世帯全員分）

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
②非課税証明書（同一住居に居住する方全員分）

詳細は下水道管理課
へお問い合わせくだ
さい。

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳
②非課税証明書（住民票上の世帯全員分）

詳細はごみ対策課へ
お問い合わせくださ
い。

下水道料金基本使用料減
免

身体１～２級・愛の手帳１～２度・精
神手帳１級の方が世帯員で、同一
住居に居住する世帯全員市民税非
課税（同住所別世帯の場合も含む）

② 心身障害者手当（市）

ＪＲ旅客運賃減額２種（本人運転)
※身体障害者手帳所持者のみ

身体１～２級・愛の手帳１～２度・精
神手帳１～２級の方がいる世帯で、
世帯全員市民税非課税

身体１～２級、愛の手帳１～３度
脳性麻痺、進行性筋萎縮症

ごみ袋減免

視覚または聴覚障害者が世帯主で
契約者

ＪＲ旅客運賃減額１種 （介護人運
転）

身体１～２級・愛の手帳１～２度・精
神手帳１級の方が世帯主で契約者

身体障害者手帳・愛の手帳・精神手
帳所持者が世帯員で世帯全員市民
税非課税

有料道路割引（ＥＴＣ割引）

ＮＨＫ放送受信料減免
（全額）

ＮＨＫ放送受信料減免
（半額）

身体３～４級、愛の手帳４度

①身体障害者手帳、愛の手帳
②マイナンバーがわかる書類又は課税（非課税）証明書
（１月～７月は前年度分、８月～１２月は当年度分）
20歳以上・・・本人分
20歳未満・・・本人及び扶養義務者全員分
③本人名義の口座がわかるもの

タクシー・リフトタクシー・ガ
ソリン費助成券

身体１～２級（内部障害は３級）、愛
の手帳１～２度、精神手帳１級
※所得制限あり

難病受給者証、マル都医療券所
持者（大気汚染、肝炎を除く）

心身障害者医療費助成
（マル障）

詳細は子ども政策課へお問い合わせください。

身体１～２級、愛の手帳１～２度、単
独で３級の下肢・体幹・内部障害
※所得制限あり

①身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳

６５歳以上新規、施設
入所者は対象外。
手当①、③、⑤との併
給不可。

市外からの転入で受けられる各種手当・助成・減免・割引と手続に必要な書類について（概要）

対　　　　象

①身体障害者手帳、愛の手帳
②自動車を事前登録する場合は車検証やETC車載器セット
アップ申込書・証明書等、ETCカード
③運転免許証(２種（本人運転）の新規申請のみ)
※詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

○市外からの転入の際、障害者手帳の住所変更手続きが必要です。手帳原本をお持ちのうえ、障害福祉課へお越しください。

○お持ちの手帳の種別・等級や課税状況等により、受けられる各種手当・助成・減免・割引が異なります。

○一部の各種手当・助成・減免・割引では所得制限があるため、課税（非課税）証明書又はマイナンバー調書の提出が必要な場合があります。

○障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービスを受けられている方は、転入後の地区の担当ケースワーカーにご相談ください。

○必要な課税（非課税）証明書の年度は、転入手続きの時期によって異なります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

対　　　　象

身体１～２級、愛の手帳１～３度
脳性麻痺、進行性筋萎縮症


